
平成２７年度千葉県計画に関する事後評価について 

 

１ 事後評価について 

医療介護総合確保促進法に基づく千葉県計画は、計画期間満了年度の翌年度

まで、毎年度、事業の実施状況を把握・点検し、事後評価を実施することとさ

れている。 
 

２ 事後評価の方法について 

医療介護総合確保促進法（総合確保方針）に基づき千葉県計画に下記のとおり規定。 

 

 本計画の目標を実現するために、計画の実施状況を点検し、必要な改善

に取り組むために、目標値を設定した指標について、その数値を継続的

に把握し、事後評価を実施した上で、計画を推進していく。 
 事後評価の実施にあたっては、医療・介護関係者や学識経験者で構成す

る「千葉県医療介護総合確保促進会議」の意見を聴取し、評価の客観性

の確保に努めることとする。 
 
 
３ 事後評価の概要について 

・本計画の６つの全体目標（※）の評価指標は、千葉県保健医療計画や千葉県   

高齢者保健福祉計画の目標と整合を図り設定しており、その多くについて 

改善していることが確認できた。 

・６つの全体目標については、継続的な把握・点検が必要であることから２８

年度計画以降もほぼ同一の指標を評価指標として採用している。 

・このため、平成２７年度計画の後年度執行事業（２８年度以降）については、

次年度以降の計画（２８年度以降）において一体的に評価を行うこととする。 

 
 

※千葉県計画の６つの全体目標 

①地域包括ケアの推進 

②医療機関の役割分担の促進 

③医療従事者の確保・定着 

④地域医療の格差解消 

⑤介護施設等の整備促進 

⑥介護従事者の確保・定着 



（参考）目標の達成状況のまとめについて 
 

６つの全体目標の評価指標の達成状況 

 
 

平成２７年度実施した事業ごとの目標の達成状況 

 

 ※事業ごとの目標の達成状況については、単年度で評価しているため「改善傾向」「改善せず」の評価

はない。 

達成 概ね達成 改善傾向 改善せず 届かず 今後評価 合計

3 2 5

2 2

1 3 2 6

2 1 3

1 2 6 1 10

1 1 2

4 1 10 1 9 3 28

14.3% 3.6% 35.7% 3.6% 32.1% 10.7% 100.0%

全体目標

目標①地域包括ケアの推進

目標②医療機関の役割分担の促進

目標③医療従事者の確保・定着

目標④地域医療の格差解消

目標⑤介護施設等の整備促進

目標⑥介護従事者の確保・定着

合計

全体目標 区分 達成 概ね達成 改善傾向 改善せず 届かず 今後評価 合計

アウトプット 1 1 2 4

アウトカム 3 1 4

アウトプット 1 2 3

アウトカム 2 1 3

アウトプット 6 3 4 13

アウトカム 9 1 3 13

アウトプット 3 0 4 7

アウトカム 5 2 7

アウトプット 1 2 3

アウトカム 1 2 3

アウトプット 5 6 10 21

アウトカム 7 1 13 21

17 10 0 0 24 0 51

26 4 0 0 20 1 51

43 14 0 0 44 1 102

42.2% 13.7% 0.0% 0.0% 43.1% 1.0% 100.0%

小計（アウトプット）

小計（アウトカム）

合計

目標④地域医療
の格差解消

目標③医療従事
者の確保・定着

目標⑤介護施設
等の整備促進

目標⑥介護従事
者の確保・定着

目標①地域包括
ケアの推進

目標②医療機関
の役割分担の促
進
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